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降の新型コロナウイルスの流行に伴う経済活動の縮

小や，在宅勤務・テレワークの利用は副業を始める

きっかけとなったと考えられる2°

政策として副業を認める目的は，「働き方改革実

行計画」によれば「新たな技術の開発，オープンイ

ノベーションや起業の手段，そして第2の人生の準

備」を促進するためである。副業を通じて人的ネッ

トワークやビジネスのアイデア，斯業経験を得るこ

とで，スタートアップや本業企業の新規事業への参

入が進むと考えられるのである。少子高齢化が進み，

生産性の向上が求められる日本経済にとって，この

ようなビジネスの活性化は重要であるが，そのため

に促進される副業の実態は，必ずしも起業につなが

るものであるとはいえない。

図表lは総務省「就業構造基本調査」から従業上

の地位．雇用形態の構成比を有業者全体および副業

保有者の本業に分けてまとめたものである。全体で

みれば，正規の職員・従業員の割合が高いが，副業

保有者の本業の属性は同じように分布していない。

副業保有者の傾向として，①兼業農林漁家，②会社

役員．雇用無自営業主，③パート．アルバイトなど

の非正規雇用，④正規の職員・従業員の4つの区分

が挙げられる。副業保有者の20％はいわゆる正社員3

の副業であるが，それは有業者全体で正社員の割合

が高いことによる。兼業農家や経営者の副業も一定

数確認されるが，副業とは，非正規雇用によって保

有される傾向が高い点に注意する必要がある。

図表2は本業の所得区分別に副業率（有業者に占

める副業を持つ割合）と副業保有者数を示している。

副業率の集計から，低所得層と高所得層の両方で副

業がもたれるU字型の関係が示されているが，副業

保有者数についてみれば，所得が低い層ほど副業を

持っている傾向がみられる。このことから，副業は

要旨

総務省「就業構造基本調査」の個票データを用

いて，子供の人数および末子年齢が副業の保有に

与える影響を分析した。Choe, Oaxaca and Renna

（2018）による副業の労働供給モデルに最低限生

活に必要な時間（最低必要時間）を加えたモデル

からは，子供が生まれることには，最低必要消費

の上昇によって副業への需要が高まる一方，最低

必要時間の上昇によって副業保有に対する抑制効

果も含まれることを示した。

モデルから得られる子供の数、副業に与える影

響をシンプルなプロビットモデルで推定を行った

結果，世帯の子供の人数が3人以上になると，副

業への需要が顕著に高まることが示された。その

影響は，男性よりも女性の方が大きかった。一方

で，末子年齢が低いときには副業に対する抑制が

されていた。家計において女性がフレキシブルに

雇用を変動させる役割を担っている一方で，育児

によって副業においても労働供給が抑制されるこ

とが示された。

シングルマザーは有配偶の母親よりも副業を持

つ傾向が高く，有配偶の母は子供が小学校高学年

になったときに副業を始めているのに対して，低

学年の段階で副業を始める傾向にあることも示さ

れた。

1．はじめに

2017年に安倍政権によって示された「働き方改革

実行計画」において，正社員は副業を持つことを原

則的に認められるように方針転換がなされ，副業を

認める企業も増えている'。「働き方改革」以降，副

業に対する注目が集まったが，その最中で2020年以

2夕
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図表1 調査対象全体および副業保有者の本業の，従業上の地位・雇用形態の構成比
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図表2 本業の個人所得区分別副業率・副業保有者数
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「1つの仕事では収入が十分に得られないためにも

う1つ仕事を持つ」ためのものであるという，収入

確保の問題である側面がマクロレベルでみるときに

は強いことがわかる4．

本論文は，この収入確保の必要性と，それによる

副業保有という観点から，養育する子供の人数によ

って副業の保有状況がどのように変化するかを，総

務省「就業構造基本調査」の個票データを用いて検
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子供を持つことが副業の就労に与える影響

その制約のために副業を持つことができていない状

況を示している。さらに，有配偶の母親とシングル

マザーでは，シングルマザーの方が副業を持つ割合

副業を希望する割合が高いことも示された。

次節は，副業の労働供給モデルから実証分析で検

証する仮説を示す。第3節では，推定モデルと分析

に使用する「就業構造基本調査」をみる。第4節で

推定結果を示し，第5節でその評価を行う。

証を行いたい。

内閣府が2009年に実施した「インターネットによ

る子育て費用に関する調査」によれば，年間子育て

費用は，未就学児は104万円，小学生は115万円，中

学生は156万円である。さらに高校以降の学費も考

慮すると，子供を持つことは家計における大きな負

担となることが推測される。そのなかで，2008年ご

ろから人口減少局面に入っているなか，人口減少に

歯止めをかけるためには，人口置換水準2.07に合計

特殊出生率に近づける必要があるが, 2021年のそれ

は1.30と依然として厳しい少子化傾向が続いている。

これらの現状をふまえ，子供の人数に応じて必要

となる家計の負担に対してⅢ副業の保有による個人

レベルの対応がどのようになされているのかを明ら

かにする。

ただし，副業の保有の有無以前に，子供の人数が

女性の労働供給そのものに与える影響について，す

でに研究の蓄積がある点にふれたい｡労働政策研究・

研修機構(2017)は世帯の子供の人数が1人から2

人，3人に増えるにつれて「暮らし向きが大変苦し

い．やや苦しい」と回答する割合が39.1%, 40.4%,

560 %と高まることを示している。深堀(2012)は｢日

本家計パネル調査」の個票データを用いて，子供3

人以上世帯において女性の労働供給が高いことを明

らかにしている。

また，家族と労働供給の関係を分析するうえで注

目される，子供の育児と仕事の両立である末子年齢

が女性の労働供給に影響することに対しては，

Ogawa and Ermisch (1996)をﾛ嵩矢として，保育

所の設置( Asai, Kambayashi and Yamaguchi, 20 15;

Nishitateno and Shikata, 201 7) ,学童期の子供の影

響（小澤,2020）などの研究が進められている。

本論文では，これらの研究を踏まえて子供の人数，

末子年齢が副業保有に与える影響を分析した結果

子供の人数が増えることで副業に対する需要が高ま

ることが示された。特に，3人以上の子供を持つ世

帯でその割合が高まっていた。しかし，男性よりも

女性の方がその傾向が強く，相対的に女性の方がフ

レキシブルに仕事を増やしていることが示された。

また，末子年齢が上がるにつれて副業を持つ傾向は

高まるものの，その影響は女性のみで観察された。

これは．女性が世帯内で育児を分担する傾向が強〈

特
集

2．モデル

子供を持つことが副業への労働供給に与える影響

を, Renna, Oaxaca and Choe (2013)およびChoe,

Oaxaca and Renna (2018)で提示されている

Stone-Geary型効用関数を用いた副業労働供給モデ

ルから考察をしたい。本節で分析されるモデルにお

いては，子供が生まれることが就労に与える影響を，

子供の教育費や生活費に割くことになる最低必要消

費の増加と，子供の養育に割くことになる最低必要

時間の増加という2つの要素があることを仮定する。

この2つの要素を, Renna et al. (2013)とChoe et

al. (2018)の労働供給モデルで示されている最低必

要消費と，可処分時間の上限に加える。労働供給モ

デルの詳細は以下の通りである。

消費者である家計について，以下のStone-Geary

型効用関数を仮定する。

U=(''1－万1)"' (''2－ﾉ12)"2(Y - 1'3)'~"1~"z

効用Uは余暇と消費によって上昇するが, Stone-

Geary型効用関数においては，余暇を本業就労にお

ける上限時間γ,と本業の労働時間万,との差，本業就

労の上限以外の可処分時間γ2と副業の労働時間"2と

の差で表している。消費による効用への影響は，家

計における所得Yと最低必要消費γ3との差分を消費

に費やすことで得られると仮定する。なお，本論文

においては，本業の労働時間は制約されており，労

働者個人でコントロールできず、外生的であると仮

定する5。

所得Yは本業・副業からの収入と不労所得Iで構

成される。
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へ

1/2 =T-A－γ1

Y=wl/11 +W2ﾉ12 +/

最低必要時間Aは，子供の人数の増加関数f(K)と

する。ここから，副業の労働供給関数は，子供の人

数をモデルに加えることで，次式のように書き換え

ることができる。

W1, W2は外生的に決まる本業・副業の賃金率で

ある。これは，効用最大化問題における予算制約式

となる。他方，労働供給モデルにおいては，時間に

ついても制約がある。可処分労働時間Tは，労働時

間と余暇/で構成される(T=", +"2+/)。余暇は効

用関数でみているように, )/,-Z]とγ2-雌の和として

あらわされるので，以下の式が成り立つ。
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このなかで，子供の人数が増えたときの労働時間

に与える影響は，

T=II1+h2+I ="1+/z2+1'1-"1+1'2－/z2 =y1+1/2 埖
示

'_a1－a2/'(K)+T:a
α2

1－α1

1

- 9'(K)
W2

＝＝ 一

効用最大化問題は以下のように記述することがで

きる。

II'\U = (''1 - II1)"'(',2 -ﾉ12)"2(Y _ )'3)'-α1－α’
"2,Y

subject to Y = w1"1 + w2112 +ﾉ,T≧ﾉ11+ﾉZ2

となる。右辺第1項は子供が増えたことによって，

育児などに割く時間が発生したことによる副業への

負の影響 右辺第2項は子供が増えたことによって

必要な所得が発生したことによる副業への正の影響

である。上式は，子供を持つことによって十分な収

入を確保する必要がある一方，子供の面倒をみるた

めに就労の時間を確保できないという問題を示す。

ただし，子供が生まれたことによる最低必要時間

の増力[y'(K)は，これまで蓄積されてきた女性の労

働供給に関する研究が示しているように，子供が保

育園・小学校に入るタイミング，さらに子供の手が

離れるタイミングでは，その影響は縮小すると考え

られる。他方, g'(K)についても児童手当などの給

付金や学費の無償化などの施策がとられることによ

って，その影響は縮小すると考えられる。また，家

計の必要とする所得の変動や，子供の養育を誰が負

担するかも考慮する必要がある。

Choe, Oaxaca and Renna (2018)などによって

示されたStone-Geary型効用関数による副業労働供

給モデルに最低必要時間という枠組みを加えること

で，副業の労働供給にかかる以下の仮説を導き出し

た。

最大化問題から得られる副業の労働時間〃;は，

1－α1－α2 －－－－十一一α2ノZ1W1 q2 ノ α2 γ3

ﾉ'2=1－α， γ2一1－a1w2 1－a1W2"1－a1WZ

である○ここから，本業の労働時間 賃金率’不労

所得の上昇は副業労働供給を引き下げる影響を持っ

ていることがわかる60

聖一一竺竺く，祭一一竺些く‘等一一一く。＝＝ ＝ ＝＝

6九1 1 -q1Wz 1－α1W2 1 -fr1w2

以上のモデルに，子供を持つことの影響を加えて

考察をしたい。まず，子供を持つことによる最低必

要消費の上昇は，γ3への関数として記述すること

ができる。そこで，ここではγ3 =g(K)とおく。

他方，可処分時間Tは，総時間すから最低必要時

間Aを除いた額とする。ここから，時間の制約式は

次のように書く。

へ

T=T-A =y1+y2

Hl:本業の賃金率，労働時間の増加は副業の労働

供給を低下させる。

H2:最低必要時間の増加は副業の労働供給を低下

させる。

H3:最低必要消費の増加は副業の労働供給を高める。

γlは本業における上限労働時間とおいているこ

とから一定と仮定し，γ2が最低必要時間の変動の

影響を受けると考え，γ2について解くと，次式が

得られる。
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子供を持つことが副業の就労に与える影響

供の年齢が低いほど育児にかける時間が必要となる

ことから，係数γは正の値をとることが予想される。

本業の賃金率，労働時間の係数6 ', 52はともに負

の値であることが予想される。

分析には，総務省『就業構造基本調査』の2007年

から2017年にかけての3ケ年分の個票データを用い

る。『就業構造基本調査』は日本において副業の保

有状況を訊ねている調査では最も大規模に実施され

るものであり，日本における副業保有者数や副業率

などの数値が引用される8。また，本調査は副業以

外の就業状況および婚姻状況や子供の有無などにつ

いても調べており，前説で見た仮説を検証するうえ

で適切なデータであるといえる。また，労働時間や

労働所得の情報も本調査から得られるが，これらの

数値は本業の仕事のみを対象としており，本業の賃

金率や労働時間が副業に与える影響を分析するとい

う観点から，適切であるといえる。ただし，本稿執

筆時点において，最新の調査がされたのは2017年で

ある。そのため，安倍政権下においての「働き方改

革」やその後の新型コロナウイルスによる副業の保

有環境の影響分析の対象外となる点は，注意する必

要がある。図表3は副業の保有状況別に分析に用い

る主な変数をまとめた記述統計量である。

本稿の目的にあわせて分析対象は以下のように制

限している。まず，現役世代を分析対象とするため，

年齢を20歳以上60歳未満とする。兼業農家による副

業を除くために 本業・副業ともに非農林業の産業

であり，かつ本業における職業が農林漁業従事者で

ない者に限定している。また，世帯において分析対

象となる家族構成は子供のいる世帯に限定し，夫婦

と子もしくは母子世帯・父子世帯に限定し，世帯主

および世帯主の配偶者を分析対象としている。

また，集計対象となる子供の人数については，高

校生までを分析の対象とするため，調査で訊ねられ

ている15歳未満の子供の人数のほかに，分析対象者

の同一世帯における17歳までの無業者の人数を子供

の人数に加えている。末子年齢は未就学児，小学校

低学年，小学校高学年と区分するが，その対象に15

歳以上17歳以下の子も加えている。

家計において養育をうける子供が生まれることが，

最低必要時間，最低必要消費をともに高めると考え

ると，子供が生まれることはその家計内において副

業に対する需要を高めることになるが，一方で，育

児のために時間が割かれるため，その保有は困難で

もある。

これらの仮説について，次節以降 総務省「就業

構造基本調査」の個票データを用いて家計における

子供の人数が副業保有希望・保有に与える影響につ

いて検証を行いたい。

特
集

3．推定モデル・データ

前節でみた副業労働供給モデルをベースに，被説

明変数に副業の保有状況，説明変数に本業の属性，

家計の属性をおいた，以下のような推定モデルを考

える。

M'i = " + Z;=2β/Ⅳi/+ 2i=,1'kGik + 6,Inwi +
62 17zHz + ｡Xz + yeαγ血mmyi+Ei (推定l)

M2! = " + 621=2β/Ⅳ"+ Zi=,)'kOik + 6,InWI +
62 17IHi + ｡Xz + yeαγdummyz + Ei (推定2)

M3i =Qf+β野=2β/Ⅳ"+ Zi=1)'kGi" + 611'zWi +
62IれHi +｡Xi+yeαγdummyi + Ez (推定3)

M1/は副業を持っていれば1,持っていなければ

0のダミー変数である。これは，副業の保有状況を

示すシンプルな指標であるが，副業の保有は一般的

な就業とは異なり，副業を持ちたくても時間の制約

や本業の就業規則によって保有できない傾向が強い。

その点を踏まえて，異なる2つの指標もみる。M2／

は就業者jにおいて副業を持つことを希望もしくは

副業を保有していれば1,副業を持つことを希望し

ていなければOのダミー変数である。M3!は副業を

希望・保有している就業者jにおいて，副業を保有

すれば1,希望すれば0のダミー変数である。

M/は子供の人数1人を基準として,2,3人以

上で区分したダミー変数である。G娩は末子年齢の

区分であり，未就学児を基準として，小学校低学年，

小学校高学年以上のグループに対するダミー変数で

あるとする。〃zWIとj刀跳は，それぞれ自然対数変換

をした賃金率と週あたり労働時間である7．

仮説では，子供の人数M/は，副業に対する需要

を示すMl,に正の影響をもたらすと考えられ，係数

βの符号は正の値をとると予想される。Gi片は，子

4．推定結果

「就業構造基本調査」から夫婦と子供 もしくは

2，
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図表3 記述統計量

副業非希望者 副業希望者 副業保有者
に

平均値 標準偏差 観測数 平均値 標準偏差観測数 平均値 標準偏差 観測数

副業非希望

副業希望

副業保有

89493 1．000 0.000

6102 1．000 0．000

3176 1．000 0．000
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母子世帯・父子世帯の子供の人数および末子年齢が

副業の保有状況に与える影響を，男女別にシンプル

なプロビット分析で推定を行った。その推定結果が

図表4である。ここからは，子供がいることやその

発育状況が副業に与える影響には，男女間で差異が

あることがわかる。

副業に対する需要(M2 :副業希望十保有）に与

える影響をみると，子供1人の世帯と比較して2人，

3人以上と増えることで副業を希望する，もしくは

保有する確率は女性においては06％，2.1％と増え

ているが，男性においては2人になる場合でも副業

に対する需要に違いはなく，3人目において差異が

みられるが，その影響は女性と比較して小さい。他

方，末子年齢が高まるにつれて副業に対する需要は

高まるが，その効果がみられるのは女性のみである。

副業を持つことを希望する個人が副業を実際に持つ

ことができるM3への効果をみると，女性において，

小学校低学年になると平均で4％，高学年で6％高

まっているが，男性においてはその効果が確認され

ない。以上の傾向は，副業の保有有無を推定してい

るM1のモデルでも同様に確認される。

子供が生まれることによる副業の需要は，男性と

比較して女性の方が高い。その背景には，男性と比

較して女性の方が平均的に非正規雇用の形態で働い

ている割合が高く，就業規則などにおいて副業を持

つことが制限される割合が低いこと，フルタイムで

働いていない割合が高いことから副業のために労働

時間を割くことができる環境にあった可能性が示唆

される。他方，子供の年齢があがるにつれて副業を

持つ割合が女性のみで高まっていたのは，子供が生

まれることおよび育児に費やす時間が増える影響/’

(K)が男女間で大きく異なることが示唆される。そ

して，これらの推定結果は，子供が生まれることに

よって必要となる所得の負担は，副業を持つという

観点においては，夫婦間で男性よりも女性の負担と

なっていることを示している。

一方で，推定結果からは，婚姻をしていることが

M1(副業有無), M2(副業需要）を引き下げてい

るということが確認される9．この推定結果は，配

偶者のいる母親と，シングルマザーとの間で副業を

持つ割合が22％，副業に対する需要で5.4％の差が

あることを示している。その影響は，子供を持つか

どうかの効果と比較しても大きい。これは，シング

ルマザーにおいては，子供を育てるうえで必要な収

入を1人で確保しなればならないことから，追加的

に副業を持たざるを得ない状況下にあることが示唆

う0



子供を持つことが副業の就労に与える影響

図表4 子供のいる世帯の男女別，副業の保有状況に子供人数・末子年齢が与える影響

M3：副業保有ダミー

（副業希望者・副業保有者）
M2：副業希望十保有ダミーM1：畠'1業保有タ．ミー

女性 女性 男性男性 男性女性
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注）夫婦と子供から成る世帯，母子世帯，父子世帯における世帯主もしくはその配偶者を対象にプロビット推定を行い，限界効

果を推定している。上記の変数以外に学歴，居住都道府県，本業の産業，本業の職種，本業の企業規模をコントロール変数

として用いている。アスタリスク噸，、通，…はそれぞれ変数が有意水準10%, 5%, 1%で限界効果が0であるという帰無仮

説を棄却していることを示している。

される。

その点を踏まえて，図表5では女性を対象に配偶

者の有無別に副業の保有状況の要因分析を行ってい

る。その推定結果をみると有配偶の母親は子供の人

数が増えることで副業を持つ割合が増えている一方

で，シングルマザーの副業では統計的に有意な効果

はみられない。ただ，副業に対する需要の推定結果

では，シングルマザーは3人以上の子供がいるとき

に副業を持つ傾向がみられ，その効果も大きい。副

業の有無の推定結果においてシングルマザーで子供

の人数の効果が観察されないのは，シングルマザー

では子供がいる時点で副業を持つ割合が高いためで

あると解釈される。また，末子年齢が高まることに

よる副業の保有効果は有配偶の母親よりもシングル

マザーの方が大きい一方で，小学校低学年と高学年

の差異が小さいことから，子供が小学校に上がった

ことを機に副業を高い割合で始めていることがわか

る。

5．まとめと残された課題

本論文は，世帯の子供の人数によって生じる生活

に割かなければならない時間と，必要となる所得の

上昇が副業の保有状況に与える影響を，総務省「就

業構造基本調査」の個票データを用いて実証分析を

行った。シンプルなプロビットモデルからは，子供

の人数が増えることで副業に対する需要が高まるこ

とが示された。特に，3人以上の子供を持つ世帯で

その割合が高まっていた。しかし，男性よりも女性

の方がその傾向が強く，相対的に女性の方がフレキ

シブルに仕事を増やしていることが示された。また，

末子年齢が上がるにつれて副業を持つ傾向は高まる

ものの，その影響は女性のみで観察された。これは，

女性が世帯内で育児を分担する傾向が強く，その制

約のために副業を持つことができていない状況を示

している。

さらに，有配偶の母親とシングルマザーでは，シ

ングルマザーの方が副業を持つ割合，副業を希望す

る割合が高いことも示された。また，末子年齢の影

ク イ

フノ
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図表5 子供のいる女性婚姻状況別，副業の保有状況に子供人数・末子年齢が与える影響

M3:副業保有ダミー

(副業希望者・副業保有者）
M1：副業保有ダミー M2：副業希望十保有ダミー
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注）夫婦と子供から成る世帯，母子世帯，父子世帯における世帯主もしくはその配偶者を対象にプロビット推定を行い，限界効

果を推定している。上記の変数以外に学歴．居住都道府県，本業の産業 本業の職種，本業の企業規模をコントロール変数

として用いている。アスタリスク事，．｡，…はそれぞれ変数が有意水準10%. 5%, 1%で限界効果が0であるという帰無仮

説を棄却していることを示している。

響をみるときに，有配偶の母親については末子年齢

区分が上がるごとに副業を持つ傾向が高まっていた

が，シングルマザーでは小学校低学年に上がった段

階で副業を選ぶ割合が高まっているという違いがみ

られた。

これらの分析結果は，少子高齢化対策として2人

以上の子供を夫婦が持つことを想定したときに，必

要な所得を得るために1つの仕事では足りず，もう

1つ仕事を持たなければいけなくなる世帯が一定数

いることを示している。そして，その傾向はシング

ルマザーにおいて顕著に表れていることも重要であ

るといえる。一方で，副業を持つことについてどの

ように評価すべきであるかも重要である。

川上(2021)は, WEB調査を用いて副業の保有

理由別に主観的幸福度を推定しているが，収入目的

による副業が幸福感に与える影響は，副業希望者の

幸福感は低く，副業を持つことで上昇しているもの

の，副業非希望者より幸福感が低くなることを示し

ている。大石（2015）によれば，シングルマザーは

有配偶の母親と比較して副業を持つ傾向にある一方

で，早朝．深夜などの非典型労働時間帯に働く傾向

があること，そして，それが子供のウェルビーイン

グに負の影響をもたらすことを示している。これら

の研究からは，子供を持つことによって生じる必要

な所得を副業によって補填する自助的な状況は改善

される必要があることが示唆される。

本研究の分析は，雇用形態別や所得区分別，労働

時間区分別の推定などを行っておらず，副業の保有

に子供の人数が与える影響について，その構造はま

だ十分に明らかになっていない。保育園や学童保育

の整備，児童手当の効果についても分析において考

慮していない。そして，本稿の分析においては十分

に因果性を考盧した推定を行っていない。近年の副

業ブーム以降のトレンドの変化も分析する必要があ

るという点も含め，まだ分析上の課題は残されてい

る。
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健康・就業」, pp.183-202,慶應義塾大学出版会

〈注〉

‘東洋経済「CSR」調査によれば，調査対象企業において

副業を認可する割合は2017年に18.7%から, 2021年に45.0

％まで上昇している。

2総務省「家計調査」から計算できる2人以上世帯におけ

る世帯主の副業率は2017年の0.93%から, 2021年に2.21%

に上昇している。

3「就業構造基本調査」における雇用形態の区分は，職場

での呼称によって決まる。

4高所得層で副業率が高い背景には，高所得の職業（経営

者や大学教員，医師，弁護士など）で副業を持つ慣行が

あることが大きい（川上, 2021)。

5 Choe, Oaxaca and Renna (2018)においては，本業の労

働時間が制約されていない場合の本業・副業の労働供給

関数を明らかにしている。

6これら本業の属性及び不労所得が副業に与える影響は，

Stone-Geary型効用関数を仮定していない分析においても

同様の結果が得られている(Perlman, 1966; Conway and

Kimmel, 1998など)。

7コントロール変数には本業の業種，職種 企業規模 婚

姻状況，年齢対数値 性別ダミーを用いる。また，推定

式に示しているように年次ダミーを加える。

8総務省「就業構造基本調査」以外には，国民の行動時間

について調べている総務省「社会生活基本調査」や消費

支出の状況を調べている「家計調査」においても副業の

保有状況を把握することができる。

9本稿の分析の対象範囲においては父子世帯のサンプルサ

イズが小さく父子世帯の父親は全て副業非希望者であっ

たことから，男性の婚姻ダミーの推定結果を得ることが

できていない。

'0本稿の執筆にあたり，社会保障若手研究会における報告

において参加されていた皆様より分析を進めるうえで貴

重なご意見をいただいた。ここに記して感謝したい。執

筆にあたり科学研究費補助金「複業と契約の労働経済分

析( 20K0 1703 ,研究代表者：玄田有史教授)｣）の助成を

受けたものである。また，本稿の分析に用いた総務省「就

業構造基本調査」個票データは，統計法第33条に基づき

調査票情報の提供を受けたものである。
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〔特集〕 新しい働き方と社会保険

EUにおける新しい働き方と労働社会政策

濱口 桂一郎（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 研究所長）

要旨

EUでは新しい働き方への対応として, 2019年

に透明で予見可能な労働条件指令が制定され，日

本でいうシフト制に対する保護措置が講じられて

いる。また2021年末にはプラットフオーム労働指

令案が提案され，現在審議中であるが，契約上自

営業者とされていても5要件のうち2つを充たせ

ば雇用関係を推定するとともに,AIによるアノレ

ゴリズム管理にも一定の規制をかけている。

社会保障関係では拘束力のある立法は乏しいが，

2019年の労働者と自営業者の社会保護勧告は，失

業給付，疾病給付，母性給付，障害給付，老齢給

付，労災給付の6部門について自営業者について

も適用を拡大するよう勧告している。さらに2022

年9月に提案された最低所得勧告案は，ベーシッ

クインカムとは異なる資産調査と就労要請を伴う

最低所得制度について，そのカバレッジや十分性，

就労への援助や社会サービスの確保なと．を求めて

いる。

れている一部を除き相当部分でEUレベルでの立法

が可能である。その立法は主に「指令」という加盟

国に国内法の制定を義務づける形式のものであり，

この場合その施行はもっぱら国内レベルで行われる。

指令案の提案は欧州委員会というEU行政府が行う

が，その採択は立法府たる欧州議会及び閣僚理事会

（加盟国の大臣から構成）によって行われる。もっ

とも,EU指令に基づく国内法について国内で訴訟

が起こされ,EU指令の解釈如何が争点となった場

合には，国内裁判所は事案をEU司法裁判所に付託

しなければならず，同裁判所の判決は加盟国の裁判

所を拘束する。

労働社会政策でEU法が話題になるのはほとんど

もっぱら労働法関係であり，男女均等指令，労働時

間指令，パートタイム指令，有期契約指令，派遣労

働指令などが，日本における立法の参照基準として

論じられてきた。その延長線上に，本稿でも取り上

げる2019年の透明で予見可能な労働条件指令や，現

時点でなお採択されていないプラットフォーム労働

指令案などがある。

これに対し，本誌が主たる対象分野とする社会保

険ないし，やや広く社会保障までを視野に入れると，

そこは基本的にEU法が規律する分野ではない。厳

密にいうと必ずしもそうともいえないのだが，少な

くとも労働法分野と同じような意味で加盟国の国内

法を指令で規制するというような立法は事実上不可

能であり，ほぼ存在しない。したがって,EU年金

法もEU健康保険法も存在せず，あるのは域内移動

する労働者や国民の社会保障の調整規定だけである

（ごくわずかな例外があるがそれは後述)。

以上から，今号の特集である「新しい働き方と社

会保険」についてのEU法の動向というのは，基本

的に存在し得ない領域の話であるということがお分

1．EU立法における社会保険の欠如

本誌の読者にはEU(欧州連合）の立法システム

が主権国家のそれとは異なることが必ずしも知られ

ていないと思われるので，本論に入る前にまずは

EUに関する基礎情報を略述する。EUは現在（脱退

したイギリスを除いて）27の加盟国からなる地域的

国際機関であるが，それ自身の立法，行政，司法の

3機関を有するという面で，一種の連邦国家的性格

をも有する。ただしその場合でも,EUの権限はEU

条約及びEU運営条約に書かれた範囲に限られ，そ

れにもいくつかのレベルがある。

たとえば労働法に関わる分野では，条約で排除さ
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